
１．再資源化等をする施設の積算上の所在地

　①　分別解体等の方法
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合）

　　　※ 「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない

　②　再資源化等をする施設の積算上の所在地

※上記②については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

建設副産物

項 目 大阪北摂霊園第2キュービクル（墓域系統）更新工事（電気） 　追加特記仕様書

　　本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定してい
るが、工事請負契約書の「解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の
間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも
変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合
は、監督職員と協議するものとする。
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工　　程 作 業 内 容 分別解体等の方法(解体工事のみ)

①仮設 仮設工事
■有　　　　□無

所在地 受入条件 摘要

池田市伏尾町
09時00分

～16時00分

□手作業
■手作業・機械作業の併用

②土工 土工事
■有　　　　□無

□手作業
■手作業・機械作業の併用

③基礎 基礎工事
■有　　　　□無

□手作業
■手作業・機械作業の併用

⑥その他 その他の工事
□有　　　　■無

□手作業
□手作業・機械作業の併用　（　　　　　　）

特定建設資材
廃棄物の種類

所在地 受入条件 摘要

④本体構造 本体構造の工事
□有　　　　■無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

⑤本体付属品 本体付属品の工事
□有　　　　■無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

建設発生木材 ○○市○○町××
　 00時00分
～00時00分

  なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場
条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

コンクリート塊（有筋） 茨木市大字泉原650-1
08時00分

～17時00分

アスファルト・コンクリート
塊（掘削）

茨木市大字泉原650-1
08時00分

～17時00分

　現場内又は工事間流用ができない建設発生土は再資源化施設に搬入するものとする。なお、積算上
見込んでいる再資源化施設は以下のとおりであるが、あくまで積算上の条件明示であり、再資源化施設
であれば搬入先を指定するものではない。

特記－1


